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                                 健康危機管理課                               

BSE（牛海綿状脳症）全頭検査の見直しについて 
                                     

                                      

                  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

１ 全頭検査を見直す理由 

  ①国の食品安全委員会の評価結果（ＢＳＥ検査対象月齢を４８か月齢超に引き上

げたとしても、人への健康影響は無視できる）及びＯＩＥ（国際獣疫事務局）

が日本をＢＳＥ清浄国と認定したことを踏まえ、検査対象となる牛の月齢を引

き上げても県民の安全が確保できると判断されること。 

  ②国、県等の説明会を踏まえ、消費者、生産者、流通業者等の理解が得られてい

ると判断されること。 

  ③厚生労働省及び農林水産省からも、全国一斉に全頭検査の見直しを行ってほし 

   いとの要請がなされていること。 

   以上３点を総合的に勘案し、これまで自主的に実施してきた全頭検査を見直す 

  こととしました。 

 

２ 今後のＢＳＥ対策等 

  ・４８か月齢超の牛に限定したＢＳＥ検査を実施する。 

  ・見直し後のＢＳＥ検査対象牛は、全頭検査時の１５％程度となる見込み。 

  ・飼料規制や特定危険部位の除去など、引き続きリスク管理を徹底する。 

     ＊平成２４年度のＢＳＥ検査頭数 ３７，０１０頭 

            うち４８か月齢超  ５，１５５頭（１３．９％）  

（参考） 

  平成２５年 ・４月 ８日 食品安全委員会がＢＳＥ評価案を取りまとめ 

        ・４月１９日 国が全国の自治体へ全頭検査の見直しを要請 

        ・５月１３日 食品安全委員会が対象月齢の４８か月齢超への引き 

               上げについて厚生労働省に答申。 

        ・５月２７日 県主催で消費者、生産者の方等への説明会を開催 

        ・５月２８日 ＯＩＥ（国際獣疫事務局）が日本をＢＳＥ清浄国と 

               認定 

 

 

 

 

○ 熊本県は、現行のＢＳＥ全頭検査を７月１日から見直すこととしま 

 した。 

○ 見直し後は、４８か月齢超の牛に限定したＢＳＥ検査を実施します。

なお、飼料規制や特定危険部位の除去などのＢＳＥ対策を引き続き徹

底します。 
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